
項目 内容

宿泊税の目的 地方税法第５条第７項及び旭川市観光振興条例第１２条の規定に基づき，
宿泊税を課する。

用語の定義 旅館業 ：旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル・簡易宿所営業
住宅宿泊事業：住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業
宿泊施設 ：旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業法に係る住宅
宿泊 ：寝具を利用して宿泊施設を利用すること

納税義務者 課税対象 ：旭川市内に所在する宿泊施設への宿泊行為
納税義務者 ：宿泊施設への宿泊者

課税免除 ・修学旅行等の学校行事による宿泊
・満３歳以上の幼児が参加する教育，保育施設の行事による宿泊

税率 １人１泊につき２００円
ただし，北海道が宿泊税を課する場合は別途北海道分の宿泊税が課される。

旭川市宿泊税条例（案）骨子 概要版

令和６年１１月
税務部税制課

観光スポーツ部観光課

1 旭川市宿泊税の制度概要

宿泊者 宿泊事業者 旭川市

３ スケジュール

令和７年２月予定
旭川市宿泊税条例（案）上程

令和８年４月予定
条例施行

・総務省との協議
・宿泊事業者の方々への事務説明会

宿泊税の支払い
（旭川市＋北海道）

申告納入
（旭川市＋北海道）

詳細は「旭川市宿泊税条例（案）骨子」
をご覧ください。

宿泊料金区分
（税抜き）

税率

北海道 旭川市 合計

２万円未満 １００円 ２００円 ３００円

２万円以上 ５万円未満 ２００円 ２００円 ４００円

５万円以上 ５００円 ２００円 ７００円

項目 内容

減免 天災その他特別な事情がある場合

徴収の方法 特別徴収（特別徴収義務者が納税義務者
から税を徴収し，旭川市へ納入する。）

特別徴収義務者 宿泊施設を営む旅館業又は住宅宿泊事業
の経営者

申告納入 当月徴収した宿泊税は翌月末までに旭川
市へ申告と納入をする。一定の要件を満
たす特別徴収義務者は３か月分をまとめ
て年４回の申告納入とできる。

過料・罰則 ・納税管理人に係る不申告に関する過料
・帳簿の記載及び書類の作成義務違反等
に関する罪

その他 制度については５年ごとに見直す。

・宿泊税の周知
・宿泊事業者の方々との使途協議 など

２ 宿泊税の徴収から申告納入までのイメージ

① 来訪者が安心して快適に滞在できる環境づくり ② 誘客の促進・滞在日数の延伸につながる仕組みづくり ③ 持続可能な観光地づくり

「世界中から訪れたくなる観光地」の実現に向けて活用します。旭川市の宿泊税は

宿泊税とは市内の宿泊施設に宿泊料金を払って宿泊する際に，その宿泊者に課する法定外目的税です。
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